
北
宋
後
期
に
お
け
る

役
法
・
保
甲
法
と
地
方
財
政

序

言

木)

宮
崎
市
定
氏
が
夙
に
「
宋
代
州
県
制
度
の
由
来
と
そ
の
特
色
特
に
街

前
向
変
避
に
つ
い
て
|
」
『
ア
ジ
ア
史
研
究
第
四
』
(
一
九
六
四
京
都
)

原
誠
史
林
三
六
|
二
二
九
五
三
)
の
中
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
王

安
石
町
役
法
改
革
(
募
役
法
)
は
実
に
地
方
財
政
の
確
立
を
目
指
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
氏
は
次
的
如
く
論
述
さ
れ
て
い
る
。

北宋後jUIにおける役法保甲法と地方財政(入

人
民
の
差
役
は
、
実
は
地
方
財
政
を
農
民
地
主
が
役
と
い
う
形
で
賄
っ
て
き

た
も
の
な
の
で
あ
る
。
宋
初
の
政
策
は
か
か
る
農
民
地
主
を
保
護
し
、
こ
れ

に
地
方
問
を
負
担
さ
せ
た
が
、
そ
れ
が
余
り
に
重
す
ぎ
る
の
で
、
こ
れ
を
地

方
税
円
形
に
金
銭
化
し
た
の
が
王
安
石
町
募
役
法
で
あ
っ
た
。
即
ち
州
の
支

出
を
予
算
に
組
み
、
そ
の
大
部
骨
は
従
来
最
大
内
負
担
者
で
あ
っ
た
農
民
地

主
か
ら
出
さ
せ
、
こ
れ
を
免
役
銭
と
称
す
る
。
(
七
九
頁
)

そ
し
て
免
役
銭
や
青
首
銭
等
内
地
方
税
を
、
中
央
財
政
と
区
別
す
る
為
に
、

司
農
寺

l
提
挙
常
平
の
系
統
の
監
督
下
に
属
せ
し
め
た
、
と
。

本
稿
で
は
、
役
法
的
問
題
を
地
方
財
政
町
立
場
か
ら
把
握
す
る
、
と
い

う
祝
角
を
継
承
し
、
募
役
法
施
行
後
、
保
甲
法
と
の
関
係
で
問
題
と
な
る

郷
役
(
治
安
維
持
租
税
徴
収
の
職
責
を
郷
村
に
在
っ
て
担
当
す
る
職
役
)
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木

幸

充

を
と
ら
え
直
し
、
神
宗
以
後
の
地
方
財
政
(
主
と
し
て
役
銭
)
の
推
移
を

検
討
し
て
、
北
宋
時
代
的
地
方
政
治
・
郷
村
支
配
向
一
端
を
明
ら
か
に
し

た
い
と
思
う
。

神
宗
朝
、
王
安
石
新
法
的
一
環
と
し
て
、
配
山
寧
四
年
(
一

O
七

ご

十

月
に
募
役
法
が
施
行
さ
れ
る
。
こ
の
結
果
、
従
来
差
役
を
負
担
し
て
い
た

郷
戸
か
ら
戸
等
に
応
じ
て
免
役
銭
を
徴
収
し
、
差
役
を
免
ぜ
ら
れ
て
い
た

坊
郭
戸
・
官
戸
・
僧
侶
道
士
・
女
戸
単
丁
戸
か
ら
助
役
銭
(
郷
戸
の
免

役
銭
円
半
額
)
を
新
た
に
徴
収
し
、
こ
れ
ら
の
役
銭
を
も
と
に
し
て
応
募

者
を
雇
募
し
て
職
役
を
担
当
さ
せ
る
事
と
な
っ
た
-
(
李
燕
繍
資
治
通
鑑

長
編
|
以
下
長
編
と
略
称
|
巻
じ
一
一
照
寧
四
年
冬
十
月
壬
子
朔
的
条
)
。

こ
れ
と
関
連
し
て
、
提
挙
常
平
司
と
総
称
さ
れ
る
官
庁
が
各
路
に
新
設

さ
れ
(
徐
松
宋
舎
要
輯
稿
|
以
下
宋
合
要
と
略
称
職
官
四
三
之
二
「
提

穆
常
平
倉
良
国
水
利
差
役
」
神
宗
照
寧
二
年
九
月
九
日
の
条
)
、
募
役
法
・

青
苗
法
・
市
易
法
・
坊
場
・
河
渡
・
農
回
水
利
の
法
を
管
轄
す
る
事
と
な
っ

た
F

即
ち
一
路
町
財
賦
を
掌
る
転
運
司
(
摺
司
日
)
と
前
掲
新
法
関
係
を
掌

る
提
挙
常
平
司
(
倉
司
)
の
両
系
統
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
同
時
に
中
。



。
央
政
府
に
於
て
も
、
青
苗
・
募
役
法
等
内
職
務
は
、
司
燥
寺
町
管
轄
と
な

7

り
い
中
央
財
政
を
担
当
す
る
=
一
司
(
皮
支
・
塩
鉄
・
戸
部
)
と
は
明
確
に

区
別
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
三
司
転
運
司
」
と
い
う
中
央
財
政

か
ら
独
立
し
た
「
司
農
寺
提
挙
常
平
司
」
と
い
う
地
方
財
政
肉
体
系
が

確
立
し
、
免
役
銭
・
助
役
銭
は
そ
の
管
理
下
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
体
制
は
、
玉
安
石
が
宰
相
を
退
い
た
(
県
寧
九
年
十
月
)
後
、
一
五

豊
三
年
(
一

O
八

O
)
に
始
ま
り
同
五
年
五
月
か
ら
実
施
さ
れ
た
所
諮
「
元

盟
官
制
改
十
恒
に
於
て
も
継
承
さ
れ
た
。
即
ち
宋
史
巻
一
一
一
六
志
そ
職
官
三

コ
戸
部
」
の
条
に
、

一
括
盤
官
制
行
、
龍
三
司
、
蹄
戸
部
左
右
曹
、
而
三
可
之
名
始
禍
失
。

と
見
、
え
る
如
く
、
官
制
改
革
が
行
な
わ
れ
る
と
、
三
司
が
解
体
さ
れ
て
戸

部
町
左
曹
と
右
曹
が
財
政
を
担
当
す
る
事
と
な
っ
た
。
「
戸
部
」
の
記
載
に

よ
れ
ば
、
戸
部
左
曹
は
、
版
籍
・
税
賦
・
土
貢
・
征
権
等
を
掌
り
、
右
曹

は
常
平
(
背
苗
)
・
免
役
・
伍
保
(
保
甲
)
・
義
倉
・
農
田
水
利
・
坊
場
・
河

波
を
掌
っ
た
の
で
あ
る
。
左
曹
の
職
務
は
事
実
上
三
司
の
そ
れ
を
ひ
き
つ

ぎ
、
右
曹
の
職
務
は
、
宋
舎
要
職
官
二
六
之
一
五
「
司
農
寺
」
一
五
堂
五

年
同
条
に

行
官
制
、
寺
監
不
治
外
卒
、
時
腿
寺
普
恥
秒
、
か
蹄
戸
静
和
軒
。

と
あ
る
如
〈
、
司
農
寺
の
そ
れ
を
そ
っ
く
り
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
し

か
も
長
一
編
巻
-
一
面
元
豊
六
年
十
二
月
甲
午
の
条
に
は
、

詔
、
戸
部
右
曹
、
令
侍
郎
専
領
、
尚
書
不
預
。

と
あ
り
、
右
曹
の
職
務
は
右
曹
侍
郎
が
専
管
し
、
戸
部
町
長
官
た
る
戸
部

尚
書
と
言
え
ど
関
与
す
る
を
得
な
い
事
と
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

南
宋
の
苧
心
停
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
甲
集
巻
十
財
賦
四
「
三
司
戸

部
沿
革
」
同
条
に

園
制
本
五
手
之
哲
、
世
三
司
使
、
以
掌
天
下
利
構
、
宰
相
不
典
。
王
荊
公
需

除
、
始
取
除
利
4b
称
、
骨
秘
恥
静
。
元
型
官
制
、
戸
部
尚
喜
左
曹
侍
郎
各

一
貝
、
掌
担
賦
、
右
曹
侍
郎
一
貝
、
箪
常
平
苗
役
助
場
山
漂
之
令
。

と
見
え
る
。
国
初
は
三
司
使
が
財
政
権
を
躍
り
宰
相
は
こ
れ
に
関
与
し
な

か
っ
た
が
、
王
安
石
が
始
め
て
財
政
権
を
取
っ
て
中
書
省
に
帰
し
た
(
前

述
司
農
寺
が
新
法
系
統
を
管
轄
し
た
事
を
指
す
)
。
そ
れ
を
う
け
て
一
五
豊
町

官
制
で
は
戸
部
尚
書
・
左
曹
侍
郎
が
常
賦
を
掌
リ
、
右
曹
侍
郎
が
青
首
・

免
役
・
坊
場
・
山
沢
内
事
を
掌
っ
た
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
玉
安

石
町
方
針
を
う
け
っ
さ
、
右
曹
は
宰
相
の
管
轄
下
に
属
し
た
。
つ
ま
り
戸

部
右
曹
の
独
立
は
、
宰
相
と
財
政
権
の
関
係
と
も
深
く
絡
ん
で
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
元
堂
内
官
制
改
革
を
経
た
結
果
、

戸
部
左
官
(
戸
部
尚
書
・
左
官
侍
郎
)
転
迎
司

戸
部
右
曹
(
右
曹
侍
郎
)
提
挙
常
平
司

の
両
系
統
に
変
わ
り
、
地
方
財
政
は
依
然
と
し
て
中
央
財
政
か
ら
の
独
立

を
保
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
当
而
的
対
象
と
す
る
役
銭
に
杭
い
て
言
え
ば
、
長
編
巻
目
ハ
元

豊
八
年
九
、
十
月
丙
由
・
的
条
、
知
育
州
安
福
県
上
官
公
頴
の
上
奏
文
に
、
以
下

町
記
載
が
見
え
て
い
る
。

又
使
其
銭
所
入
、
不
興
常
賦
相
雑
、
内
之
戸
部
則
有
左
右
曹
之
殊
、
外
之
聡

司
則
有
耕
運
・
市
平
官
之
別
。
此
朝
廷
示
大
公
於
天
下
、
明
其
所
以
取
民
者
、

特
以
庖
役
、
而
不
以
充
国
家
之
常
用
。

文
中
の
「
其
銭
」
と
は
役
銭
を
指
す
。
徴
収
し
た
役
銭
は
こ
れ
を
特
別
会

計
と
し
て
、
両
税
・
権
利
な
ど
の
収
入
を
扱
う
通
常
会
計
と
混
請
し
な
い

よ
う
に
し
、
中
央
政
府
で
は
戸
部
左
右
曹
の
別
、
地
方
町
民
司
に
於
て
は

転
迩
司
と
提
挙
常
平
司
の
別
を
設
け
、
役
銭
は
履
役
的
財
源
と
す
る
為
に
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徴
す
る
特
定
の
税
目
で
あ
っ
て
、
国
家
の
通
常
会
計

に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
事
を
明
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
無
論
役
銭
は
雇
役
の
為
だ
け
で
は
な
〈
、
馬

端
臨
が
そ
の
箸
文
献
通
考
巻
-
一
戦
役
考
一
に

蓋
阻
寧
之
徴
免
役
銭
也
、
非
専
属
供
郷
戸
募
人
充
役
之

用
而
己
、
{
「
骨
念
品
同
舟
安
骨
む
恥
絵
、
骨
b
トル。

と
指
摘
し
て
い
る
如
〈
、
地
方
官
庁
内
経
費
・
宵
吏

へ
の
俸
給
を
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
免
役
銭
と
膏

吏
に
禄
を
賦
す
る
河
倉
法
と
の
関
係
に
触
れ
て
お
く

と
、
免
役
銭
は
主
と
し
て
路
州
県
内
官
吏
を
対
象
と

し
た
。
し
か
し
そ
の
す
べ
て
に
支
給
し
た
わ
け
で
は

な
く
、
監
司
・
州
県
内
常
平
免
役
関
係
・
州
の
司
法

関
係
に
止
ま
っ
た
。
と
は
言
え
、
地
方
行
政
的
ネ
y

ク
と
な
っ
て
い
る
膏
吏
に
、
部
分
的
な
が
ら
も
吏
禄

を
与
え
る
と
い
う
政
策
は
、
地
方
財
政
確
立
の
上
で

誠
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上

言
及
し
な
い
。
こ
の
よ
う
に
制
度
的
に
は
、
地
方
財

政
は
か
な
り
整
備
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

次
に
役
法
的
問
題
に
移
ろ
う
。
郷
戸
が
戸
等
に
応

じ
て
州
・
県
の
街
門
に
出
頭
し
て
就
役
す
る
州
役
・

県
役
民
、
そ
の
負
担
が
重
い
事
か
ら
大
き
な
社
会
問

題
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
募
役
法
の
施
行
以
後
、
郷

戸
は
免
役
銭
を
納
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
州

県
役
か
ら
ま
っ
た
く
解
放
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
為
、
以
後
は
専
ら
郷
村
に
在
っ
て
治
安
維
持
・
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租
税
徴
収
に
あ
た
る
郷
役
が
役
法
的
最
重
要
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
募
役
法
の
も
と
で
の
郷
役
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
全
国
的
に
施
行

す
る
に
先
立
ち
、
開
封
府
界
に
試
行
さ
れ
た
段
階
的
事
と
し
て
、
長
編
巻
足
一

照
寧
四
年
秋
七
月
戊
子
町
条
検
正
中
書
五
房
公
事
・
同
判
司
農
寺
曾
布

向
上
言
に
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

惟
者
長
壮
丁
、
以
今
所
措
置
、
最
焼
額
役
、
故
但
輪
差
郷
戸
、
不
復
募
人
.

者
長
・
壮
丁
(
と
も
に
治
安
維
持
を
担
当
)
は
負
担
の
軽
い
職
役
で
あ
る

か
ら
、
従
来
通
り
郷
戸
を
差
役
す
る
事
と
し
、
募
役
と
は
し
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
次
に
全
国
的
に
実
施
し
た
時
占
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
残
念
な

が
ら
長
編
・
宋
合
要
・
宋
史
等
の
根
本
史
料
に
見
え
ず
、
わ
ず
か
に
南
宋

の
陳
侍
良
・
止
撫
先
生
文
集
巻
-
一
一
「
斡
針
論
役
法
制
子
」
に
よ
っ
て
知
り

う
る
の
み
で
あ
る
。

曹
長
於
第
一
第
二
等
戸
輪
充
、
一
年
一
替
、
奥
免
戸
下
本
年
役
鋭
一
十
玉
置

文
。
如
本
村
上
等
人
戸
数
少
、
印
更
於
第
三
等
内
、
従
上
輸
充
1

壮
丁
於
第

四
第
五
等
二
丁
以
上
輪
充
、
半
年
一
替
、
並
不
出
納
役
銭
。
戸
長
於
第
四

等
〔
以
上
?
〕
召
募
有
人
丁
物
力
者
充
、
一
税
一
替
、
逐
料
夫
盤
純
銭
五
貫
文
。

番
長
は
第
一
・
二
等
戸
の
中
か
ら
一
年
交
替
で
差
充
し
、
役
に
当
っ
た
郷

戸
内
免
役
銭
十
五
質
文
を
免
除
し
、
も
し
一
・
二
等
戸
町
数
が
少
な
い
場

合
に
は
、
第
三
等
戸
も
含
め
て
、
上
等
戸
内
方
か
ら
差
充
す
る
。
壮
丁
は

第
四
・
五
等
戸
で
一
家
に
ニ
丁
以
上
い
る
郷
戸
の
中
か
ら
差
充
し
て
、
半

年
交
替
と
し
、
役
に
当
た
る
郷
戸
の
免
役
銭
は
免
除
す
る
。
戸
長
(
租
税

徴
収
を
担
当
)
に
つ
い
て
は
、
第
四
等
以
上
の
郷
戸
町
内
、
人
丁
・
物
力

と
も
に
多
く
有
す
る
者
を
召
募
し
、
夏
秋
雨
税
の
一
税
ご
と
に
交
替
し
、

夏
料
・
秋
料
の
料
ご
と
に
盤
継
銭
(
雇
銭
に
該
当
す
る
)
五
貫
文
を
支
給

す
る
、
と
。
こ
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
戸
長
は
完
全
な
募
役
に
な
っ
て
い
る

が
、
書
長
壮
丁
は
反
対
給
付
が
あ
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
差
役
で
あ
っ

て
、
自
由
応
募
を
建
て
前
と
す
る
州
県
役
と
は
事
情
を
異
に
し
て
い
た
事

が
知
ら
れ
る
。

こ
の
郷
役
に
閲
す
る
世
帯
役
は
、
北
宋
中
三
度
実
施
さ
れ
て
い
る
(
典
拠

は
年
表
参
照
)
。

ω照
寧
四
年
十
月
|
同
八
年
間
四
月

差
役
法
↓
募
役
法
↓
保
甲
法
(
約
三
年
八
ヶ
月
)

ω元
監
八
年
十
月
元
祐
元
年
二
月

保
甲
法
↓
募
役
法
↓
差
役
法
(
約
四
ヶ
月
)

ω紹
聖
一
万
年
四
月
|
同
年
九
月

差
役
法
↓
募
役
法
↓
保
甲
法
(
約
五
ヶ
月
)

こ
れ
に
よ
っ
て
知
り
う
る
の
は
、
郷
役
の
募
役
化
は
い
ず
れ
の
事
例
に
あ
っ

て
も
、
差
役
法
よ
り
保
甲
法
或
い
は
そ
の
逆
に
移
行
す
る
中
間
に
於
て
、

短
期
間
に
実
施
さ
れ
て
い
る
事
で
、
そ
れ
が
過
渡
的
な
性
格
の
も
の
で
あ

る
事
を
推
定
せ
し
め
る
。

一
川
一

次
に
保
甲
法
が
郷
役
を
吸
収
す
る
経
緯
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
保
甲
法
は
、

玉
安
石
新
法
の
一
環
と
し
て
砲
付
さ
れ
た
が
、

ω兵
制
的
側
面
(
軍
事
訓

練
を
行
な
う
教
関
路
た
る
開
封
府
界
・
隙
西
路
・
河
東
路
・
河
北
路
に
お

け
る
)
と

ω郷
村
制
的
側
面
(
不
教
閲
路
た
る
そ
の
他
的
路
分
に
お
け

る
)
の
二
側
面
を
持
つ
。
本
稿
で
は
、
行
論
上
郷
村
制
的
路
分
を
主
要
な

対
象
と
す
る
。
但
だ
も
と
よ
り
兵
制
的
路
分
に
於
て
も
、
郷
村
制
的
な
要

素
は
存
在
す
る
が
、
多
少
の
変
質
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
郷
村
制
的

な
保
甲
法
は
、
皿
山
寧
三
年
(
一

O
七

O
)
十
二
月
に
、
同
管
勾
開
封
府
界

常
平
等
事
越
子
幾
向
上
一
盲
を
承
け
て
、
「
畿
勝
保
甲
健
制
」
が
制
定
さ
れ
、

こ
れ
が
開
封
府
界
に
施
行
針
作
、
つ
い
で
漸
次
諸
路
に
も
推
し
及
ぽ
さ
れ



た
。
そ
の
内
容
は
詳
述
を
避
け
る
が
、
十
家
を
一
保
、
五
十
家
を
一
大
保
、

十
大
保
を
一
都
保
と
し
、
各
々
に
小
保
長
・
大
保
長
・
都
保
正
・
副
保
正

各
一
員
を
置
き
、
王
戸
・
客
戸
を
通
じ
て
一
家
に
両
丁
以
上
有
る
も
の
を

保
丁
と
し
て
、
相
互
に
覚
察
さ
せ
、
ま
た
武
芸
を
教
習
し
て
郷
村
を
防
衛

さ
せ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
編
成
戸
数
は
後
県
寧
六
年
十
一
月

に
、
各
々
半
分
に
な
り
、
五
家
一
保
、
五
保
一
大
保
、
十
大
保
一
都
保
と

変
わ
っ
た
(
長
編
巻
に
四
照
寧
六
年
十
一
月
戊
午
的
条
)
。
こ
れ
は
唐
以
来

J

一"

の
保
伍
(
五
家
一
保
)
の
伝
統
に
回
帰
し
た
事
、
一
都
保
五

O
O戸
と
い

う
単
位
が
大
き
す
ぎ
た
事
が
そ
の
背
景
に
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
が
、
雨
後

1
こ
の
戸
数
が
定
制
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

保
甲
法
施
行
後
ほ
ぽ
四
年
を
経
た
照
寧
七
年
十
月
に
、
坊
郭
に
於
て
戸

川
山
長
・
坊
正
を
廃
止
し
、
主
戸
二
三
十
家
を
以
て
一
甲
を
結
成
し
、
夏
秋

倣
両
税
町
一
税
ご
と
に
甲
頭
一
人
を
輪
番
で
差
充
し
て
、
税
賦
・
青
首
助

伽
役
銭
を
徴
収
さ
せ
る
事
と
な
っ
計
一
。
つ
い
で
長
編
巻
一
-
一
六
照
寧
八
年
間
四

U

月
乙
巳
の
条
に
見
え
る
よ
う
に
、
こ
れ
が
郷
村
に
も
及
ぽ
さ
れ
た
。

法甲
諸
脈
有
保
甲
慮
、
己
罷
戸
長
・
壮
丁
、
其
井
署
長
罷
之
、
以
館
者
牡
銭
、
事

保
承
帖
人
、
毎
一
都
保
二
人
、
隷
保
正
、
主
承
受
本
保
文
字
。
郷
村
毎
主
戸
十

法
至
三
十
、
輪
保
丁
一
充
甲
頭
、
主
催
租
税
常
平
免
役
銭
、
一
税
一
替
。
(
中

時
略
)
凡
盗
賊
刷
殴
目
煙
火
橋
道
等
事
、
京
都
副
保
正
・
大
保
長
管
勾
。

叶
都
副
保
正
、
現
留
守
『
長
、
大
保
長
、
祝
奮
壮
丁
法
。
未
有
保
甲
慮
、
編
排
畢

ι

準
此
。

制
保
甲
を
施
行
し
て
い
る
県
で
は
、
既
に
戸
長
と
壮
丁
を
龍
め
た
が
、
脊
長

一
日
も
あ
わ
せ
て
廃
止
し
、
余
剰
と
な
っ
た
者
長
-
壮
丁
の
免
役
銭
で
、
承
帖

3

人
(
一
都
保
に
つ
き
二
人
保
正
に
属
し
て
都
保
町
文
書
を
処
理
)
を
麗

7

募
す
る
。
そ
し
て
主
戸
十
三
十
戸
を
以
て
一
甲
と
し
、
甲
内
の
保
丁
一

人
を
輪
番
で
甲
頭
と
し
、
戸
長
に
代
わ
っ
て
租
税
・
背
首
目
免
役
銭
を
徴

収
さ
せ
る
。
盗
賊
・
闘
殴
等
円
治
安
維
持
の
職
賀
は
、
従
来
向
者
長
・
壮

丁
に
代
わ
っ
て
、
都
副
保
正
・
大
保
長
に
担
当
さ
せ
る
、
と
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
郷
役
町
職
務
は
ま
っ
た
く
保
甲
法
中
に
吸
収
さ
れ
、

保
正
副
・
大
保
長
・
申
頭
が
そ
の
任
に
当
た
る
よ
う
に
な
っ
た
。
但
し
こ

こ
で
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
者
長
・
戸
長
・
壮
丁
が
罷
め
ら
れ
て
も
、
そ

の
免
役
銭
は
依
然
と
し
て
徴
収
さ
れ
て
い
た
事
は
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
郷
役
が
募
役
法
か
ら
離
れ
保
甲
法
に
移
行
し
た
事
を
以
て
、

「
募
役
法
的
失
敗
差
役
法
の
復
活
」
と
見
倣
す
考
え
方
が
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
既
に
見
た
よ
う
に
、
郷
役
の
募
役
法
は
過
渡
的
な
も
の
で
あ
り
、

そ
し
て
そ
の
職
賓
の
内
容
か
ら
言
っ
て
自
由
応
募
者
を
原
募
す
る
に
は
な

じ
ま
な
い
性
格
を
持
つ
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
ま
た
保
甲
法
的
郷
役
吸
収
は

場
当
り
的
に
そ
う
な
っ
た
の
で
は
な
い
と
考
え
り
れ
る
。
即
ち
郷
役
吸
収

以
前
向
保
甲
法
的
組
織
は
、
主
戸
・
客
戸
を
含
む
「
保
」
し
か
存
し
な
か
っ

た
が
、
こ
の
段
階
に
至
っ
て
初
め
て
主
戸
の
み
の
徴
税
組
織
「
甲
」
が
設

置
さ
れ
、
「
保
」
「
甲
」
と
名
実
相
そ
ろ
う
事
と
な
っ
た
。
こ
の
事
実
か
ら

保
甲
法
は
当
初
か
ら
徴
税
始
的
郷
役
町
職
務
を
吸
収
す
べ
く
計
画
さ
れ
て

い
た
と
判
断
し
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
の
み
に
は
止
ま
ら
ず
、
更

に
大
き
な
要
因
と
し
て
、
保
甲
法
は
宋
朝
国
家
の
郷
村
支
配
の
秩
序
を
再

構
成
し
た
と
い
う
占
、
が
あ
る
。
以
下
そ
の
秩
序
の
基
本
的
な
性
格
を
検
討

す
る
こ
と
と
す
る
。

第
一
に
掲
ぐ
べ
き
は
、
郷
村
の
有
力
人
戸
に
依
拠
す
る
と
い
う
方
針
で

あ
る
。
前
掲
「
畿
牒
保
甲
僚
制
」
に
よ
れ
ば
、
保
甲
か
ら
選
出
さ
れ
る
保

正
長
の
資
格
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
引
用
文
は
宋
合
要
に
よ
り
、
〔
〕
は

長
編
に
よ
っ
て
補
う
。
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。
小
保

。
大
保

。
都
保

選
主
戸
有
〔
材
幹
〕
心
力
者
一
入
、
鶴
保
長
。

選
主
戸
最
有
心
力
及
物
力
最
高
者
一
人
、
馬
大
保
長
。

選
王
戸
最
有
行
止
心
力
材
田
鶴
衆
所
伏
、
及
物
力
最
高
者
二
人
、
矯

都
副
保
正
。

こ
の
記
載
、
或
い
は
ま
た
北
宋
中
期
的
人
で
あ
る
呂
南
公
の
植
岡
集
巻
町
「

「
奥
張
戸
市
目
論
慮
置
保
甲
書
」
に
、
「
彼
保
之
長
正
、
衆
戸
之
豪
、
資
産
可

態
、
宗
姻
可
憐
」
「
蓄
利
之
民
」
と
見
え
る
事
か
ら
し
て
、
郷
村
の
有
力
人

戸
が
保
正
長
に
就
任
し
た
で
あ
ろ
う
事
は
確
実
で
あ
る
。
彼
ら
は
「
保
」

組
織
を
通
し
て
玉
戸
・
客
戸
の
別
な
く
郷
戸
を
公
的
に
自
ら
の
指
導
下
に

お
さ
め
、
ま
た
徴
税
組
織
可
申
」
を
通
し
て
徴
税
に
も
影
響
力
を
有
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
し
か
も
「
畿
腕
保
申
候
制
し
に
以
下
町
記
載
が
見
え
て
い
る
。

除
禁
兵
器
不
得
世
外
、
其
館
弓
筒
、
並
許
従
使
自
置
、
習
朗
宇
武
襲
。
毎
一
大

保
、
逐
夜
輪
差
一
ニ
(
長
編
作
五
)
人
、
千
保
分
内
、
往
来
巡
響
。
過
有
賊
盗
、

室
時
瞥
鼓
、
告
報
大
保
長
以
下
同
保
人
戸
、
即
時
前
去
、
救
賂
追
摘
。
如
賊

入
別
保
、
即
遁
相
撃
鼓
、
聴
按
襲
遂
。

禁
兵
器
は
別
と
し
て
、
そ
れ
以
外
向
弓
箭
な
ら
ば
自
分
で
備
え
て
武
芸
を

習
得
す
る
の
を
許
可
し
、
一
大
保
ご
と
に
夜
間
、
保
内
を
巡
警
し
、
盗
賊

が
出
れ
ば
大
保
長
以
下
問
保
町
人
戸
に
急
を
告
げ
、
た
だ
ち
に
追
捕
し
、

も
し
賊
が
別
的
保
に
逃
げ
こ
ん
だ
な
ら
ば
、
互
い
に
協
力
し
て
捕
え
る
こ

と
、
と
。
即
ち
従
前
の
保
伍
が
内
部
検
察
の
述
坐
組
織
に
止
ま
り
、
消
極

的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
保
甲
法
に
於
て
は
更
に
積
極
的
に
、
保
丁

が
弓
箭
程
度
な
が
ら
武
器
を
保
持
し
て
武
芸
を
習
い
、
郷
村
を
自
ら
防
衛

し
賊
盗
を
追
摘
す
る
規
定
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
保
丁
等
は

当
然
保
正
長
町
指
揮
を
受
け
る
為
、
結
局
こ
れ
ら
の
武
力
が
有
力
人
戸
内

手
に
委
ね
ら
れ
る
の
を
宋
朝
が
容
認
す
る
事
に
な
り
、
甚
だ
注
目
す
べ
き

事
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

な
お
兵
制
的
側
面
の
保
甲
法
に
閲
し
て
、
王
安
石
は
神
宗
に
対
し
次
円

ょ
、
つ
に
言
、
っ
。

義
男
保
甲
局
正
長
、
須
選
物
力
宜
向
強
、
即
素
局
其
郷
問
所
服
、
又
不
肯
乞

取
侵
牟
人
戸
。
若
貴
戸
、
即
須
乞
取
侵
牟
、
又
或
典
富
強
有
宿
怨
、
情
法
陵

暴
、
以
報
其
宿
怨
也
。
(
長
編
巻
広
三
一
県
民
主
年
秋
七
月
庇
寅
的
条
}

保
正
長
に
は
、
物
力
の
あ
る
富
強
的
郷
戸
を
選
差
す
べ
き
で
あ
る
。
平
素

か
ら
郷
闘
の
信
頼
を
得
て
お
り
、
ま
た
公
権
力
を
笠
に
着
て
郷
戸
か
ら
搾

取
す
る
事
も
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
。
こ
こ
に
は
玉
安
石
町
有
力
人
戸
へ

の
信
頼
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
長
編
巻
一
一
一
一
照
寧
三
年
秋
七
月
焚
丑
の
条
、
王
安
石
が
神
宗
と
井

団
法
を
論
じ
た
一
節
に
言
、
っ
。

今
朝
廷
治
農
事
未
有
法
、
又
非
古
備
建
農
官
。
大
防
判
埠
之
類
、
帰
種
収
穂
、
補

助
不
足
、
待
兼
判
有
力
之
人
、
市
後
全
具
者
甚
指
。
如
何
可
遮
奪
其
田
以
賦
貫
氏
。

堤
防
な
ど
を
修
築
し
た
り
、
播
種
・
収
穫
の
時
、
仔
粒
・
稼
捕
の
補
助
が

十
分
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
「
兼
井
有
力
之
人
」
の
助
力
に
よ
っ
て
初
め

て
ま
か
な
わ
れ
る
場
合
が
き
わ
め
て
多
い
、
と
し
て
、
郷
村
に
お
け
る
「
兼

井
有
力
之
人
」
町
役
割
を
認
め
る
王
安
石
内
現
実
的
な
一
而
が
窺
わ
れ
る
。

こ
の
二
史
料
は
、
保
甲
法
が
郷
村
に
お
け
る
有
力
人
戸
町
指
導
力
を
利
用
す

べ
く
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
事
を
傍
証
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

第
二
の
基
本
的
性
格
と
し
て
は
、
保
甲
と
い
う
郷
村
組
織
を
媒
介
と
す

る
国
家
権
力
的
郷
村
支
配
強
加
を
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
長
編
巻
一
~
四

照
寧
六
年
八
月
丁
丑
の
条
に
、
検
正
中
書
刑
房
公
事
沈
括
の
上
言
と
し
て

次
内
記
載
が
見
え
る
。

雨
祈
州
服
、
民
多
以
国
産
詑
立
戸
名
、
分
減
雇
銭
・
夫
役
、
目
前
官
平
銭
桝
、



及
私
版
禁
盟
。
乞
依
京
東
准
南
、
排
定
保
甲
。
保
甲
一
定
、
則
詑
名
漏
附
、

皆
可
根
括
、
以
豆
諸
納
張
問
・
常
平
銭
桝
・
秋
亙
乱
称
、
及
興
調
夫
役
、
捕

察
私
盟
賊
盗
、
皆
有
部
分
、
不
能
欺
隠
。

両
斯
路
町
州
県
で
は
、
回
産
を
有
す
る
上
等
戸
が
論
っ
て
数
個
の
戸
名
を

立
て
、
五
等
丁
産
簿
の
上
で
財
産
を
分
割
し
て
下
等
戸
と
し
て
の
取
り
扱

い
を
う
け
、
免
役
銭
の
支
払
い
額
及
ぴ
夫
役
の
負
担
を
軽
減
さ
れ
、
ま
た

仮
冒
し
て
青
世
田
銭
を
請
受
し
、
更
に
は
禁
を
犯
し
て
私
塩
を
密
売
す
る
者

が
あ
る
。
そ
こ
で
京
東
准
南
両
路
町
例
に
倣
っ
て
、
保
甲
法
を
施
行
す

れ
ば
、
か
か
る
詑
立
戸
名
・
脱
漏
附
籍
せ
る
者
を
根
こ
そ
ぎ
調
べ
あ
げ
る

コ
事
が
で
き
、
更
に
和
買
絹
・
青
苗
銭
・
夏
税
秋
柏
町
起
納
を
督
催
し
、
夫

;
役
を
割
り
つ
け
て
徴
発
し
、
私
塩
町
徒
・
賊
涜
を
捕
獲
覚
察
す
る
に
至
る

は
ま
で
、
部
署
す
る
に
便
で
あ
っ
て
、
不
正
行
為
が
で
き
な
く
な
る
、
と
。

附
郷
村
に
お
け
る
各
極
的
不
正
行
為
を
摘
発
防
止
し
、
郷
村
を
的
確
に
把
握
す

方
る
上
で
、
保
甲
法
が
有
効
主
役
割
を
果
た
す
事
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ

品
る
。
ま
た
前
掲
「
畿
豚
保
甲
僚
制
」
に
、

時
保
甲
知
有
人
戸
逃
移
死
絶
、
即
仰
具
状
邸
-
腕
。
(
中
略
)
其
有
外
来
人
戸
、

保
入
保
居
止
者
、
亦
便
仰
申
服
、
枚
入
保
甲
。
(
中
略
)
逐
保
各
置
牌
、
拘
管
人

法
戸
及
保
丁
姓
名
。

内又日
引
と
あ
り
、
人
戸
内
逃
亡
移
動
・
身
死
戸
絶
等
の
変
動
を
常
に
把
握
し
、
外

鮒
来
の
人
戸
で
も
保
内
に
居
住
す
る
者
は
保
の
構
成
員
と
認
め
(
現
住
地
主

に
義
)
、
牌
を
設
け
て
人
戸
と
保
丁
の
姓
名
を
登
録
す
る
、
と
。
こ
れ
に
よ
っ

後
て
郷
村
に
お
け
る
戸
口
人
丁
を
強
力
に
掌
握
し
よ
う
と
意
図
し
た
の
で
あ
り
、

服
こ
れ
に
基
づ
い
て
照
寧
八
年
八
月
か
ら
三
年
に
一
度
保
甲
簿
を
作
成
す
る

5
事
と
な
っ
た
(
長
編
巻
仁
六
県
寧
八
年
λ
月
壬
子
の
条
)
。

7

ま
た
保
甲
法
に
お
け
る
客
戸
の
位
置
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
前
は
国
家
内
郷
村
支
配
に
於
て
客
戸
町
位
置
付
け
が
明
確
に
為
さ
れ
て

お
ら
ず
、
保
甲
法
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
れ
が
試
み
ら
れ
た
。
即
ち
治
安
維

持
を
主
目
的
と
す
る
「
保
」
組
織
に
於
て
は
、
客
戸
は
主
戸
と
同
様
、
「
保
」

計
一

円
活
動
に
参
加
し
だ
。
し
か
し
反
而
徴
税
を
目
的
と
す
る
「
甲
」
組
織
は

主
戸
の
み
で
構
成
さ
れ
、
ま
た
保
正
長
的
資
格
も
主
戸
に
限
定
さ
れ
た
。

保
甲
法
に
お
け
る
主
戸
客
戸
町
定
義
に
触
れ
て
お
く
と
、
宋
舎
要
兵

二
之
四

O
「
郷
兵
義
勇
保
甲
」
政
和
三
年
(
一
一
一
三
)
九
月
九
目
的

条
に
、
次
の
記
載
が
あ
る
。

枢
密
院
言
、
保
甲
令
、
諸
主
戸
雨
丁
以
上
、
選
一
丁
。
又
係
、
客
戸
並
令
附

保
。
詔
、
地
栴
主
戸
慮
、
並
改
掲
枕
戸
。

こ
れ
は
兵
制
的
な
保
甲
法
に
つ
い
て
の
規
定
で
、
主
戸
の
み
が
保
丁
の
資

格
を
持
ち
、
客
戸
が
保
に
附
さ
れ
た
事
を
示
す
。
こ
の
史
料
か
ら
、
主

戸
l
税
戸
と
さ
れ
て
い
た
事
が
理
解
さ
れ
る
。
前
述
の
寸
保
」
「
甲
」
的
規

定
と
あ
わ
せ
考
え
れ
ば
、
保
甲
法
に
於
て
は
主
戸
は
両
税
、
他
役
を
負
担

し
、
よ
っ
て
国
産
を
有
す
る
戸
、
客
戸
は
原
則
と
し
て
両
税
・
徳
役
を
負

担
せ
ず
、
国
産
を
有
し
な
い
戸
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の

事
か
ら
、
郷
村
を
、
就
中
戸
口
を
強
力
に
把
握
し
よ
う
と
意
図
し
た
事
は

疑
い
を
容
れ
な
い
。

即
ち
こ
の
よ
う
な
郷
村
支
配
政
策
の
一
環
と
し
て
郷
役
が
保
甲
法
的
中

に
と
り
こ
ま
れ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
「
募
役
法
の
失
敗
差

役
法
の
復
活
」
と
す
る
考
え
方
は
正
し
い
と
は
言
え
ず
、
保
甲
法
は
募
役

法
が
州
県
役
的
改
革
で
あ
っ
た
と
同
様
、
郷
役
的
改
革
を
意
図
し
た
と
見

倣
し
う
る
の
で
あ
る
。
ま
た
保
甲
法
に
よ
っ
て
再
構
成
さ
れ
た
こ
の
郷
村

秩
序
は
基
本
的
に
南
宋
に
わ
た
っ
て
も
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

看
過
し
え
な
い
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。
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前
項
で
は
地
方
財
政
の
確
立
と
郷
役
を
含
む
郷
村
支
配
の
盤
備
に
つ
い

て
論
述
し
た
が
、
実
際
の
運
用
而
に
於
て
は
少
な
か
ら
ぬ
問
題
を
惹
起
し

た
。
以
下
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ま
ず
地
方
財
政
に
つ
い
て
。
抑
も
免
役
銭
に
は
、
水
害
干
害
等
に
よ
っ

て
減
収
に
な
る
分
を
補
唄
す
る
為
、
原
傾
向
二
割
を
免
役
寛
剰
銭
と
称
し

て
附
加
徴
収
す
る
規
定
と
な
っ
て
い
A
M
T
と
こ
ろ
が
現
実
に
は
長
編
巻
心
七

配
寧
九
年
十
一
月
戊
寅
の
条
に
、
侍
御
史
周
予
が
述
べ
て
い
る
よ
う
な
情

況
で
あ
っ
た
。

問
、
諸
州
鯨
歳
留
究
剥
銭
過
多
。
議
不
能
推
原
朝
廷
之
意
、
承
望
提
堺
司
風

旨
、
腐
令
民
間
出
銭
。
又
有
提
堺
司
、
希
求
持
縦
、
或
官
使
士
庶
妄
陳
利
害
、

減
省
役
人
.
除
魁
役
鋭
、
而
民
間
所
出
、
一
切
如
官
、
致
究
剰
数
漸
倍
多
。

州
県
で
毎
年
留
め
て
い
る
免
役
究
剰
銭
が
過
多
で
あ
る
の
は
、
朝
廷
の
本

意
を
測
ら
ず
に
、
提
挙
常
平
司
の
風
旨
を
承
け
て
、
広
く
民
聞
か
ら
免
役

銭
を
徴
収
し
て
い
る
為
で
あ
る
。
提
挙
司
は
た
だ
成
績
を
あ
げ
る
べ
く
役

銭
を
多
く
徴
収
し
、
ま
た
役
人
の
数
を
裁
減
し
て
役
銭
円
額
を
省
き
な
が

ら
、
徴
収
す
る
分
は
一
切
も
と
の
ま
ま
で
あ
る
為
、
究
剰
の
数
が
倍
多
に

も
及
ん
だ
、
一
回
。
永
刷
用
大
典
巻
仇
一
世
倉
「
常
平
倉
一
一
」
所
引
の
「
中
書
備

針
」
(
元
豊
三
年
に
畢
仲
術
作
成
)
所
載
の
照
寧
九
年
同
帳
簿
に
よ
れ
ば
、

全
国
的
役
銭
元
敷
年
額
一
二
三
四
万
三
六
七

O
賞
文
、
究
剰
三

O
八
万

五

O
ニ
二
貰
文
と
あ
る
。
そ
の
比
率
は
二
割
四
分
九
厘
に
も
及
び
、
上
記

内
発
言
が
必
ず
し
も
誇
張
で
は
な
い
事
を
傍
証
す
る
。
即
ち
免
役
究
剰
銭

や
後
述
す
る
者
戸
長
壮
丁
免
役
銭
が
、
提
挙
常
平
司
の
も
と
に
蓄
積
さ
れ
、

一幻
v

そ
れ
が
膨
大
な
数
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
王
安
石
を
信
任
し
た
神
宗
で
す

ら
、
地
方
財
政
確
立
の
意
味
を
十
分
理
解
せ
ず
、
元
監
三
年
十
一
月
に
元

監
庫
を
創
設
し
、
諸
路
提
挙
常
平
司
の
も
と
か
ら
、
幼
場
・
青
苗
銭
と
と

も
に
こ
の
免
役
銭
を
起
発
し
て
上
供
さ
せ
た
よ
う
で
あ
問
。
元
民
七
年

十
二
月
に
は
三
路
(
河
北
・
河
東
・
隙
西
)
の
「
常
平
免
役
・
場
務
銭

殺
剰
数
」
を
提
挙
常
平
司
に
命
じ
て
、
経
略
安
撫
使
(
帥
臣
)
的
所
在
地

及
ぴ
辺
境
町
重
要
な
州
に
移
し
て
蓄
積
さ
せ
て
い
る
(
長
編
巻
但
五
元
虫

七
年
十
二
月
辛
巳
的
条
)
が
、
こ
れ
は
軍
事
的
へ
の
充
当
を
目
的
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
ま
た
転
運
使
と
提
挙
常
平
官
は
別
系
統
止
の
で
あ
る
が
、

両
者
兼
任
の
場
合
、
ど
う
し
て
も
提
挙
情
平
司
の
銭
物
が
使
用
さ
れ
る
事

を
免
れ
な
か
っ
た
。
元
壁
一
百
年
十
月
に
そ
の
防
止
措
世
が
講
ぜ
ら
れ
た

(
宋
合
要
職
官
四
三
之
五
「
提
聯
常
平
倉
牒
回
水
利
差
役
」
元
盟
元
年

十
月
十
九
日
の
条
)
が
、
こ
の
事
実
は
中
央
財
政
円
強
力
さ
を
明
示
し
て

い
る
と
言
え
よ
う
。

者
戸
長
壮
丁
免
役
銭
に
就
い
て
は
、
香
戸
長
壮
丁
が
廃
龍
寺
れ
、
そ
の
職

務
が
保
甲
法
に
吸
収
さ
れ
た
時
点
で
、
徴
収
を
停
止
す
る
か
、
或
い
は
そ

の
免
役
銭
を
保
甲
町
役
人
に
支
給
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
前
掲

止
蔚
先
生
文
集
勺
斡
針
論
役
法
制
子
」
に
、

県
寧
七
年
、
始
以
保
丁
充
甲
頭
俄
税
、
而
脊
戸
長
壮
丁
之
廊
、
以
次
罷
募
、

利
其
服
銭
、
而
封
情
之
法
起
失
。

と
あ
り
、
そ
の
免
役
銭
は
封
椿
(
封
印
し
て
蓄
梢
す
る
)
さ
れ
る
事
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
正
確
に
は
註
(
お
)
に
見
え
る
よ
う
に
「
承
帖
人
」
向
原

銭
と
「
刑
法
司
人
役
」
の
吏
禄
に
支
用
し
た
以
外
の
大
部
分
が
封
椿
さ
れ

た
。
そ
し
て
司
農
寺
に
輸
納
し
て
封
椿
さ
れ
た
り
(
宋
舎
要
職
官
二
六

之
一
三
寸
司
農
寺
」
元
豊
三
年
四
月
三
目
的
条
)
、
或
い
は
保
甲
の
軍
事
教

線
的
資
用
に
充
当
さ
れ
る
事
も
あ
っ
た
(
長
編
巻

J=元
盟
四
年
三
月
戊



申
の
条
)
。
要
す
る
に
免
役
町
名
に
借
り
た
重
般
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。一

方
保
甲
法
的
役
法
に
於
て
も
、
催
税
の
甲
頭
町
問
題
が
起
こ
っ
た
。

長
編
巻
一
一
一
一
元
豊
四
年
春
正
月
丁
酉
の
条
、
枢
密
都
承
旨
司
向
上
言
に

嘗
差
甲
頭
他
枕
、
有
己
係
出
役
銭
之
入
、
兼
下
戸
他
騒
上
戸
、
其
勢
不
順
。

と
あ
り
、
下
戸
が
甲
頭
と
な
っ
て
上
戸
に
納
税
を
催
促
す
る
事
は
、
力
関

AMa-

係
が
逆
で
あ
る
為
に
困
難
を
伴
う
、
と
。

以
上
論
じ
た
よ
う
に
、
制
度
・
理
念
と
は
裏
腹
に
現
実
面
に
於
て
、
地

方
財
政
は
そ
の
実
を
十
分
あ
げ
て
お
ら
ず
、
郷
役
で
も
役
法
改
革

l
地
方

財
政
の
確
立
と
い
う
原
則
が
貫
か
れ
ず
、
甲
頭
町
弊
害
と
い
う
問
題
も
発

生
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
残
し
た
ま
ま
、
元
監
八
年
三
月
神
宗

は
が
没
し
、
幼
少
の
哲
宗
が
即
位
し
て
、
祖
母
に
あ
た
る
宣
仁
太
皇
太
后
高

撒
氏
が
霊
簾
の
政
を
摂
る
事
と
在
っ
た
。
以
後
旧
法
党
が
返
り
咲
き
、
新
法

H
 

崎
の
政
策
が
次
々
と
廃
止
さ
れ
、
翌
元
祐
元
年
二
月
に
は
募
役
法
か
ら
差
役

と
法
へ
と
変
わ
っ
た
。
間
二
月
に
は
提
挙
常
平
司
も
廃
止
さ
れ
、
其
の
所
管

時
事
務
は
提
点
刑
獄
司
に
移
さ
九
日
。
一
方
中
央
政
府
に
快
て
も
、
元
祐
初

保
に
戸
部
尚
替
が
戸
部
左
右
両
曹
を
統
轄
す
る
事
と
変
札
問
、
戸
部
右
曹
の

法
独
立
も
失
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

役るみ
Jお期弘

久宋じ 木)77 

ま施活親
た行さ 政宣
同されを仁
三れ、行太
年た~~な皇
正。役 う 太
月こ法 。后
に れ が哲は
はと紹 宗元
戸並聖は祐
部行元新八
右し年 法 年
曹て四賛(
が提月成一
、挙に派 O

右常、 で 九
曹平保 あ 三
侍司甲つ)

郎もの た 九
円閏役為月
専四法、に
管月も 新 没
とに同法 し
な復年が
つ 讃 九続後
てト月 々 哲
戸れ空かと宗
部、ら復が

尚
書
か
ら
独
立
す
る
事
と
札
円
、
神
宗
時
代
の
旧
制
に
復
帰
し
た
。

看
過
し
え
な
い
の
は
、
こ
の
時
期
神
宗
朝
か
ら
残
さ
れ
て
い
た
地
方
財

政
・
郷
役
的
問
題
を
解
決
す
べ
く
試
み
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。

第
一
は
免
役
究
剰
銭
の
徴
収
に
関
す
る
改
正
措
置
で
あ
る
。
宋
舎
要

食
貨
六
五
之
六
三
「
免
役
」
紹
聖
元
年
四
月
二
十
六
日
町
条
募
役
法
を

復
す
る
の
詔
に
、
次
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
。

一
、
究
剰
銭
不
得
過
一
骨
.
如
瓶
過
敏
、
及
別
以
名
目
散
納
、
並
以
違
制
論
、

委
所
属
常
切
先
察
。

Amv 

寛
剰
銭
は
一
割
以
内
と
し
二
」
れ
に
反
し
た
場
合
は
遺
制
罪
を
以
て
論
じ
、

所
属
の
官
司
に
委
ね
て
覚
察
さ
せ
る
、
と
。
そ
し
て
宋
史
巻
ト
七
志
一
三

食
貨
上
六
寸
役
法
下
」
徽
宗
崇
寧
二
年
の
条
臣
僚
の
上
言
に
、

故
紹
聖
立
法
、
常
平
息
及
一
倍
、
免
役
寛
剰
及
三
料
、
取
旨
錫
免
、
以
明
朝

廷
取
於
民
者
、
非
以
馬
利
也
。

と
あ
る
。
即
ち
究
剰
が
一
割
で
あ
っ
て
も
十
年
経
過
す
れ
ば
原
額
と
同
数

に
な
っ
て
し
ま
う
為
に
、
寛
剰
銭
額
が
三
料
に
及
べ
ば
、
聖
旨
を
取
っ
て

錫
免
し
、
究
剰
銭
が
際
限
も
な
く
増
加
す
る
の
を
防
ぎ
、
重
敏
を
意
図
す

る
も
の
で
は
な
い
事
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
神
宗
時
代
二
割
と

規
定
し
た
が
、
実
際
に
は
役
銭
を
重
敵
す
る
結
果
と
な
っ
た
事
を
反
省
し

た
為
に
他
な
ら
な
い
。

第
二
に
者
戸
長
壮
丁
免
役
銭
を
封
椿
せ
ず
に
、
保
甲
の
役
人
に
も
雇
銭

と
し
て
支
給
し
、
ま
た
催
税
の
任
務
を
甲
頭
か
ら
大
保
長
に
移
し
た
事
で

あ
る
。
宋
史
食
貨
志
「
役
法
下
」
紹
聖
二
年
の
条
に
、
以
下
の
記
載
が

見
え
る
。

留
置
重
修
編
紋
所
、
看
詳
中
外
文
字
本
、
以
去
年
所
差
郷
役
未
蓋
善
、
遂
入

議
目
、
都
副
保
正
、
比
害
且
官
、
事
責
己
組
、
又
有
承
帖
入
、
受
行
文
書
、
卸
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大
保
長
苦
無
公
事
。
元
盟
本
制
、
一
都
之
内
、
役
者
十
人
。
副
正
之
外
、
八

保
各
差
一
大
畏
。
今
若
常
輪
二
大
長
、
分
悩
十
保
税
租
常
平
銭
物
、
一
税
一

替
、
則
自
不
必
更
輪
保
丁
充
甲
顕
失
。
(
中
略
)
其
今
所
雇
保
正
之
直
、
豚
害

長
、
保
長
之
直
、
則
眠
戸
長
.
若
臨
此
三
役
、
不
願
替
代
者
、
自
従
其
願
。
(
中

略
)
詔
皆
従
之
。

そ
の
大
意
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
重
修
繍
紋
所
は
前
年
よ
り
差
し

た
郷
役
に
は
未
だ
十
分
で
な
い
所
が
あ
る
為
に
、
次
の
よ
う
に
上
奏
し
た
。

都
剥
保
正
は
番
長
に
比
べ
職
務
が
軽
〈
、
ま
た
承
帖
人
が
文
書
を
処
理
し

て
い
る
事
か
ら
、
大
保
長
は
殆
ど
職
責
が
無
い
状
態
で
あ
る
。
元
山
豆
町
制

で
は
、
一
都
保
に
つ
き
、
都
刷
保
正
各
一
人
、
大
保
長
八
人
で
あ
る
。

A
7

も
し
大
保
長
二
人
を
輪
番
で
差
し
て
、
十
大
保
の
租
税
・
青
苗
等
銭
物
を

分
担
し
て
徴
収
し
、
夏
秋
両
税
町
一
税
で
交
替
さ
せ
れ
ば
、
保
丁
を
甲
頭

に
充
て
て
徴
税
さ
せ
る
必
要
は
な
く
な
る
。
そ
し
て
都
副
保
正
に
は
番
長

同
額
に
、
大
保
長
に
は
戸
長
の
額
に
倣
っ
て
庖
銭
を
支
給
し
、
三
役
(
都

別
保
正
・
大
保
長
・
承
帖
人
)
に
応
じ
て
交
替
を
願
わ
な
い
者
は
許
可
す

る
よ
う
に
し
た
い
、
と
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
採
用
さ
れ
た
口
甲
頭
は
そ
の

資
格
が
単
に
主
戸
と
い
う
事
で
あ
っ
た
為
、
下
等
戸
が
多
く
当
っ
た
が
、

大
保
長
は
一
大
保
二
五
家
中
内
有
力
な
人
戸
が
こ
れ
に
当
た
る
の
で
あ
り
、

し
か
も
雇
銭
が
支
給
さ
れ
る
為
、
以
前
向
甲
頭
の
弊
害
は
緩
和
さ
れ
る
事

と
な
っ
た
。
非
雄
的
多
い
者
戸
長
壮
丁
免
役
銭
が
、
都
副
保
正
・
大
保
長

に
属
銭
と
し
て
支
給
さ
れ
た
事
は
、
非
常
に
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
こ
れ

に
よ
っ
て
郷
役
町
役
法
改
革
は
ほ
ぼ
終
了
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
制

度
は
翌
三
年
、
他
的
新
法
的
紋
令
と
と
も
に
「
常
平
免
役
勅
令
」
と
し
て

ま
と
め
ら
れ
(
宋
舎
要
食
貨
六
五
之
七

O
「
免
役
」
紹
聖
三
年
六
月
八

目
的
条
)
、
北
宋
末
ま
で
効
力
を
有
し
た
の
で
あ
る
。

哲
宗
の
こ
の
時
期
は
、
地
方
に
封
椿
さ
れ
て
い
る
銭
物
を
中
央
に
上
供

さ
せ
る
と
い
う
事
も
左
程
見
ら
れ
ず
、
上
述
内
ニ
点
か
ら
判
断
す
れ
ば
、

神
宗
朝
的
課
題
も
一
応
の
解
決
を
見
、
地
方
財
政
的
確
立

1
役
法
改
革
は

一
つ
の
完
成
に
達
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

回

し
か
し
な
が
ら
次
の
徽
宗
の
時
代
に
入
リ
、
特
に
務
京
が
宰
相
と
な
る

山
宗
寧
元
年
(
一
一

O
一
一
)
以
後
、
地
方
財
政
は
空
洞
化
し
て
い
く
。
保
甲

町
役
法
と
者
戸
長
壮
丁
免
役
銭
支
給
は
変
更
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
提
挙
常

平
司
所
管
の
銭
物
内
流
用
が
頻
繁
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば

諸
路
監
司
が
朝
旨
を
承
け
て
提
挙
常
平
司
の
封
椿
銭
を
支
挽
し
て
、
権
買

【
犯
一

や
各
種
の
支
用
に
充
て
た
事
、
政
和
年
間
に
は
天
子
の
応
奉
や
花
石
綱
の

費
用
に
流
用
し
た
事
、
ま
た
崇
寧
以
後
常
平
・
坊
場
・
免
役
等
の
銭
物
を
、

【
勾
-

元
uU亙
庫
・
大
観
庫
(
徽
宗
大
観
年
間
に
設
置
)
に
輸
納
さ
せ
た
事
等
で
あ

る
。
そ
し
て
北
宋
末
南
宋
初
、
反
乱
や
金
軍
の
侵
入
等
の
軍
事
が
興
っ
た

為
に
、
軍
費
に
充
当
さ
払
問
。

一
方
脊
戸
長
壮
丁
免
役
銭
も
、
結
局
南
宋
初
代
高
宗
の
紹
興
年
問
、
財

政
窮
乏
に
迫
ら
れ
て
総
制
銭
円
誕
名
(
項
目
)
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
行
在

A

日

m
v

に
起
発
上
供
さ
れ
た
。
こ
の
為
保
甲
の
役
人
は
再
ぴ
無
給
の
身
と
変
わ
り
、

数
々
の
弊
害
を
惹
起
す
る
事
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
地
方
財
政
円
形
骸
化
を
反
映
し
、
制
度
而
に
於
て
も
次
の

よ
う
な
変
化
が
お
こ
る
。
ま
ず
提
挙
常
平
司
は
、
廃
止
復
活
を
経
て
、
紹

興
五
年
(
一
=
三
ハ
)
悶
二
月
に
、
茶
塩
司
に
吸
収
さ
れ
て
提
挙
茶
塩
常

平
等
公
事
と
為
り
、
茶
楓
の
無
い
所
で
は
提
点
刑
獄
司
に
そ
の
職
務
を
担

A
U
V
 

当
さ
せ
た
。
他
方
戸
部
で
も
、
建
炎
元
年
(
一
一
二
七
)
七
月
、
戸
部
右



習
所
轄
の
一
部
を
左
官
に
移
管
し
、
戸
部
尚
書
が
左
右
習
を
総
管
す
る
事

と
弘
明
、
紹
興
四
年
七
月
に
は
戸
部
侍
郎
両
員
が
左
右
曹
の
職
事
を
通
治

《犯〕

す
る
事
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
一
旦
は
確
立
し
か
か
っ
た
か
に
見
え
た
地
方
財
政
も
中

央
財
政
・
皇
帝
財
政
等
に
よ
っ
て
侵
食
さ
れ
、
制
度
的
に
も
提
挙
常
平
司

は
茶
塩
司
に
吸
収
さ
れ
、
中
央
町
戸
部
で
も
右
曹
の
職
掌
が
紺
少
さ
れ
、

そ
の
独
立
も
失
な
う
と
い
っ
た
如
く
、
甚
だ
本
来
の
意
図
と
か
け
離
れ
た

も
の
と
化
し
た
の
で
あ
る
。

木

結

梧

以
上
論
述
し
た
所
を
要
約
し
て
結
ぴ
に
か
え
た
い
。
「
役
法
改
革

1
地
方

財
政
の
確
立
」
と
い
う
視
角
で
、
北
宋
後
期
募
役
法
以
後
の
役
法
保
甲

法
、
そ
し
て
地
方
財
政
的
推
移
を
検
討
し
た
結
果
、
以
下
町
事
を
明
ら
か

に
し
得
た
。

州
県
役
が
募
役
法
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
後
、
残
さ
れ
た
郷
役
は
保
甲

法
に
吸
収
さ
れ
る
。
が
そ
れ
は
募
役
法
的
失
敗
と
言
う
べ
き
で
は
な
く
、

宋
朝
国
家
が
、
郷
村
町
有
力
人
戸
に
依
拠
し
、
保
甲
と
い
う
郷
村
組
織
を

媒
休
と
し
て
強
固
に
掌
握
し
よ
う
と
意
図
す
る
新
た
な
郷
村
支
配
政
策
を

打
ち
出
し
、
そ
の
中
に
郷
役
を
位
置
づ
け
し
産
し
た
事
を
意
味
す
る
。
保

甲
町
役
人
に
雇
銭
が
支
給
さ
れ
た
事
か
・
り
し
て
も
、
募
役
法
が
州
県
役
の

改
革
で
あ
っ
た
と
同
様
、
保
甲
法
は
郷
役
の
役
法
改
革
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
ま
た
保
甲
法
に
よ
っ
て
再
構
成
さ
れ
た
郷
村
支
配
的
秩
序
は
、

基
本
的
に
南
宋
に
も
継
承
さ
れ
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る
。

9

も
う
一
面
的
中
央
財
政
か
ら
独
立
し
た
地
方
財
政
の
体
制
は
、
元
豊
官

7

制
改
革
以
後
も
継
承
さ
れ
、
制
度
的
に
は
か
な
り
挫
怖
さ
れ
た
が
、
そ
の

北宋後期における役法・保甲法と地方財政(八

真
の
意
義
は
理
解
さ
れ
ず
、
単
な
る
財
政
上
の
増
収
と
見
倣
さ
れ
て
、
有

名
無
実
化
す
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
た
。
そ
し
て
北
宋
末
期
町
政
策
が

宜
し
き
を
得
ず
、
更
に
反
乱
・
戦
争
的
混
乱
の
為
に
、
全
く
空
洞
形
骸
化

し
、
制
度
的
に
も
後
退
の
一
途
を
た
ど
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
る
。と

は
言
、
ぇ
、
宋
以
後
円
歴
朝
に
於
て
地
方
財
政
的
確
立
は
、
遂
に
実
現

す
る
事
な
〈
、
常
に
国
家
財
政
に
吸
収
さ
れ
る
結
果
を
繰
り
返
し
た
事
を

顧
慮
す
れ
ば
、
地
方
財
政
の
基
本
課
題
は
役
法
の
合
理
化
に
あ
る
の
で
あ

り
、
北
宋
期
に
一
時
的
な
が
ら
も
地
方
財
政
確
立
の
可
能
性
が
示
さ
れ
た

事
は
、
こ
の
点
に
於
て
歴
史
的
意
義
を
持
っ
と
言
え
よ
う
。

性(
l
)
曾
我
部
静
雄
「
王
安
石
の
幕
投
法
」
東
亜
経
情
研
究
三
三
四
五
(
一
九
三

九
)
桂
『
宋
代
財
政
史
』
(
一
九
四
一
東
京
)
所
収
参
照
.

(
2
)
宋
史
岩
ト
六
志
〉
ニ
職
官
七
「
提
感
官
平
司
」

(
3
)
宋
史
事
卜
六
志
u
h
-
-

職
官
七
「
都
脚
迎
世
鞘
連
世
」

(
4
)
宋
史
巻
一
一
日
六
志
炉
一
職
一
官
一
一
一
「
戸
部
」
同
書
事
ir
六
志
(
「
一
軸
官
五
「
司
農
寺
」

(
5
)
掛
仲
良
過
短
長
嗣
紀
事
本
末
巻
町
「
改
官
制
」
の
項
参
照
。

(
6
)
詳
細
は
宮
崎
市
定
「
王
安
石
町
吏
士
合
一
帯
企
法
を
中
心
と
し
て
」
桑
原

博
士
還
暦
記
土
東
洋
史
論
擢
二
九
三
O
)桂
『
ア
ン
ア
史
研
究
第
一
』
ご
九
五

七
京
都
)
所
収
熊
本
山
罫
「
倉
法
考
ー
そ
の
施
行
の
意
義
と
蛮
避
|
」
品
刊
東
洋

学
三
八
輯
(
一
九
七
七
)
参
照
固

(
7
)
州
県
役
の
名
称
種
類
は
、
高
定
赤
城
志
巷
↑
吏
役
門
「
州
役
人
L

「
服
役
人
」
淳

照
=
一
山
志
畠
J

一
一
版
籍
類
四
巻
ト
版
籍
類
五
ィ
州
服
役
人
」
参
問
・

(
8
)
原
文
に
は
「
揖
四
等
」
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
蓋
役
法
の
時
代
に
は
第

ニ
等
戸
を
充
て
て
い
る
事
(
長
編
巷
正
太
宗
惇
化
五
年
三
月
戊
底
の
条
)
か
ら
見

て
不
自
然
で
あ
る
。
畏
嗣
也
九
四
六
-
一
元
盟
八
年
冬
十
月
丙
申
の
条
、
者
戸
長
壮
丁
町

事
役
法
を
再
施
行
す
る
詔
円
割
註
に
、
「
曹
長
許
揖
三
等
、
-
一
戸
長
部
四
等
以
上
戸
時
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事
U

と
あ
る
の
に
従
い
、
「
以
上
」
町
字
を
捕
っ
た
a

(
9
)

「
耳
料
」
「
秋
料
」
の
用
例
は
.
宋
合
要
企
賀
六
五
之
六
五
「
免
役
」
紹
聖
元一

年
五
月
十
三
日
の
条
に
「
其
合
納
役
鋭
、
亦
自
来
年
夏
料
時
埼
」
及
び
宋
史
巻

↑
七
志
ー
に
一
一
古
賀
上
五
「
役
法
上
L

に
「
京
束
免
役
鎖
、
以
骨
仲
起
叫
し

(
叩
)
曾
我
部
師
雄
「
王
安
石
の
保
甲
法
」
東
北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
入
(
一
九
五

七
)
怯
『
宋
代
政
経
史
の
研
究
』
(
一
九
七
回
東
京
)
所
収
等
参
問
。

(
日
}
長
翌
日
-
配
寧
一
-
一
年
十
二
月
乙
丑
の
粂
害
要
兵
二
之
五
六
要

義
由
保
甲
」
際
事
三
年
十
二
月
九
日
の
条

(
ロ
)
桂
(
日
)
の
条
に
見
え
る
「
姫
腕
保
叩
僚
制
」
参
間
.

(
日
)
肱
陽
怖
欧
陽
文
忠
告
集
巷
ト
一
河
北
事
使
奏
草
題
上
「
fr骨
牒
」

雑
柚
合
、
地
戸
令
、
「
諸
戸
皆
以
陣
政
相
保
、
以
相
倹
察
、
勿
造
非
述
。
如
有
連

客
来
過
止
宿
、
及
保
内
之
入
、
有
所
行
指
並
組
問
同
保
如
U

雌
然
有
此
令
丈
、

州
腕
多
不
敏
行
。
(
中
略
)
近
歳
聾
陽
・
衛
脈
(
町
北
西
路
術
州
)
、
各
持
榔
村

之
入
、
五
家
結
構
一
保
。
自
結
保
桂
来
絶
無
逃
軍
賊
塩
、
公
私
簡
静
、
其
利

甚
博
、
須
議
事
有
地
行
。

ま
た
七
井
図
陸
『
唐
令
拾
遺
』
(
一
九
三
三
東
京
)
戸
令
揖
九
二
二
九
頁
参

問
.

(
H
)
長
嗣
者
三
一
一
回
準
四
年
三
月
戊
子
の
粂

ー

マ

マ

〔
丈
〕
彦
博
目
、
保
甲
用
五
京
偶
保
‘
描
之
可
也
目
今
乃
五
百
家
同
一
大
(
都
?
)

保
、
則
其
持
樋
可
知
。

(
日
)
長
梱
唱
に
五
一
時
事
七
年
冬
十
月
辛
己

司
膳
寺
司
乞
、
服
戸
長
坊
正
、
其
州
腕
坊
郭
税
賦
・
苗
役
銭
、
以
郁
近
主
戸

三
二
十
京
、
排
出
甲
次
、
輪
置
甲
政
悩
納
、
一
税
一
替
。
逐
甲
置
牌
籍
姓
名
、

於
替
日
自
相
主
制
、
脈
叫
得
勾
呼
術
品
役
班
、
陣
許
悩
科
外
、
母
得
別
承
文
字
自

退
者
許
人
昔
、
以
遠
制
論
、
不
以
去
官
位
降
眠
時
。
龍
之
。

(
国
)
「
雌
鵬
保
甲
陣
制
」
に
「
凡
週
一
家
雨
丁
以
上
、
通
主
宰
鴎
之
、
叩
之
保
丁
J
U

と
見
ゆ
@

(
口
)
宋
刑
杭
巻
主
ι炉

τ
「
征
榊
祖
叫
興
律
「
私
有
禁
琴J

刀
楯
.
短
矛
必
者
告
P」
と
見
ゆ
.

(
日
)
春
季
人
民
に
銭
ま
た
は
塩
を
貰
結
L
、
夏
秋
に

E
っ
て
絹
を
官
に
納
め
て
償
わ

せ
る
制
度
(
宋
史
主
七
志
「
ニ
寛
賞
上
一
-
一
「
哲
巾
」
)

(
日
)
提
合
要
企
貨
六
八
之
九
「
畳
納
」
高
宗
紹
興
三
十
年
九
月
八
目
的
条
に

上
帥
輔
臣
目
、
亙
枕
枇
苗
.
若
郡
守
不
得
其
入
、
畳
納
官
多
取
眠
量
、
則
民
必

蹄
之
撹
戸
云
々

と
見
え
る
事
か
ら
、
「
秋
瓦
苗
椛
」
は
宜
税
秋
制
の
両
税
を
指
す
。

{
叩
)
前
掲
抽
出
岡
県
巻
町
r

「
拠
張
戸
曹
論
直
置
保
申
書
」
の
郁
二
書
翰
に

W
M耐
末
年
(
七
宗
一

O
五
六

l
六
三
)
、
今
河
北
部
運
畏
昔
、
民
南
城
(
江
南

西
路
)
.
赤
行
保
甲
失
。
聯
二
十
寧
耕
一
長
、
而
不
問
主
宰
戸
、
取
鈴
比
近
勢

足
以
相
及
而
己
。

と
あ
る
。
文
中
の
「
都
連
」
は
都
転
運
冊
、
「
保
甲
」
は
保
甲
法
で
は
な
く
「
保

伍
」
を
指
す
a

と
も
か
く
客
戸
を
認
め
よ
っ
と
い
ヲ
由
芽
は
す
で
に
存
し
て
い

た。

(
目
)
宋
史
巻
ト
七
志
ι
「
日
目
一
宜
貨
上
五
「
役
法
上
」

又
串
其
敬
、
増
取
二
分
、
以
伽
水
早
ゐ
入
問
、
躍
増
砂
得
過
ご
分
、
相
之
免
役
立

剰
銭
。

な
お
「
其
敏
」
と
は
前
文
の
免
役
銭
・
助
役
銭
を
承
く
.
「
欠
間
」
の
「
悶
」
は
「
情

附
」
、
即
ち
輸
納
猶
予
の
意
。

(
詑
)
提
挙
常
平
司
が
成
制
を
あ
げ
る
為
に
免
役
鋭
を
多
収
し
た
事
は
、
宋
音
要
食

買
六
五
之
二
九
「
免
役
」
哲
宗
元
祐
元
一
年
二
月
六
日
三
省
・
枢
密
院
が
進
呈
し

た
門
下
侍
郎
司
高
光
向
上
言
に
も
見
ゆ
。
ま
た
宜
剰
が
多
額
に
及
ん
だ
事
は
、
畏

網
告
白
ニ
元
盟
五
年
三
月
乙
酉
町
条
提
挙
江
南
西
路
常
平
等
市
中
制
誌
の
上
言
に

も
見
0
.

(
国
)
宋
合
嬰
宜
貨
六
五
之
二
七
「
免
役
」
元
祐
一
元
年
二
月
一
自
の
呆
中
骨
骨
人

蘇
拭
の
上
冒
に
は
、
事
役
法
堵
竹
以
米
十
六
七
年
を
経
過
し
て
.
累
積
さ
れ
た

免
役
宜
剰
銭
が
三
千
余
万
貫
聞
に
も
達
し
た
と
言
、
っ
。

(
叫
)
宋
合
要
食
貨
五
ニ
之
一
四
「
元
盟
郎
」
、
陣
均
皇
朝
嗣
年
網
目
備
要
岩
に
元

盟
三
年
冬
十
一
月
己
丑
朔
の
条
参
問
。

(
国
)
前
掲
長
嗣
巻
目
六
一
五
盟
八
年
冬
十
月
丙
申
の
条
上
官
公
頴
の
上
冒
に
以
下
の

如
く
見
え
て
い
る
。

然
臣
且
怪
、
者
壮
戸
畏
法
之
拍
行
也
.
皆
出
於
属
。
及
其
既
久
也
、
害
壮
之
役
、

則
蹄
於
保
甲
之
正
長
、
戸
長
之
役
、
則
腕
於
曲
枕
甲
頭
、
往
日
所
暮
之
盤
、
除

承
仙
人
及
刑
法
司
人
役
許
用
外
、
話
除
一
旦
封
梼
。
若
以
偶
者
壮
一
一
戸
長
、
蹴
可



木)

以
殿
龍
、
印
所
用
之
盤
、
自
世
於
百
姓
均
減
元
一
額
。
今
則
錨
不
時
之
減
、
又
使

保
正
長
時
者
壮
之
事
、
催
枕
甲
閥
、
任
戸
長
之
賀

6

日
正
冊
異
班
民
出
銭
免
役
、

而
又
世
之
執
世
也
.

寸
刑
法
司
人
役
」
と
は
、
長
田
喜
一
L
六
県
宇
八
年
六
月
己
酉
の
晶
の
詔
に
見
え
る

州
の
「
法
司
常
直
司
・
司
理
院
推
司
・
州
院
耳
蓋
勘
事
司
」
の
克
人
を
指
す
.

こ
の
占
に
限
定
し
て
言
え
ば
、
地
方
官
庁
の
宵
吏
へ
の
賦
禄
で
あ
り
、
地
方
肘
政

の
原
則
か
ら
は
は
ず
れ
て
い
な
い
.

(
回
)
前
掲
「
騨
封
論
役
法
制
子
」

紹
翌
二
年
二
月
詳
定
所
言
、
蜘
同
村
毎
一
都
保
、
保
正
副
外
、
大
保
長
八
人
。
其

保
T
輪
克
叩
頭
、
皆
最
下
戸
、
人
師
不
服
、
事
串
陛
鼎
.
按
大
保
長
各
二
年
替
、

宜
以
都
保
租
税
輸
.
二
人
分
、
一
枕
一
替
而
罷
甲
頭
。
於
是
慌
科
書
用
大
冊

長
長
。

(
釘
)
京
合
襲
職
官
四
二
7
ζ
六
「
提
穆
市
平
倉
島
国
水
利
差
役
」
哲
宗
一
花
柑
元
一
年
間

二
月
八
日
の
長
及
び
宋
史
職
官
志
「
縫
製
常
平
司
」

(
国
)
宋
合
要
企
貨
五
六
之
一
ニ

O
「
戸
部
」
紹
型
三
年
正
月
二
十
四
日
の
条

三
省
冒
元
枯
指
揮
、
戸
部
尚
書
、
苗
領
左
右
官
事
。
詔
戸
部
右
皆
、
令
持

郎
専
領
、
尚
世
不
拠
.

(
四
)
宋
命
日
要
職
官
四
三
之
六
「
提
場
常
平
倉
出
国
水
利
差
役
」
紹
聖
一
五
年
間
四
月

二
日
の
条

(
叩
)
宋
刑
統
岩
九
職
制
律
「
制
啓
梢
緩
錯
誤
」
に
、

諸
披
制
書
有
所
施
行
、
而
述
者
、
徒
武
年
.
失
錯
者
、
杖
笠
岡
.

と
見
え
、
制
書
(
救
詔
)
を
地
行
す
る
に
当
た
り
不
法
行
為
が
あ
っ
た
場
合
、
徒

二
年
の
罪
を
科
さ
れ
た
.

(
出
)
(
中
略
)
の
部
分
に
は
次
の
記
輔
が
見
え
る
。

如
土
俗
有
不
願
就
保
正
長
属
役
者
、
許
革
本
土
有
産
税
戸
、
植
隅
者
畏
壮
丁
以

代
之
。
其
所
服
者
戸
長
、
巳
立
法
、
不
得
抑
助
長
。
若
保
正
長
不
願
就
臣
、
而

概
差
居
者
、
従
徒
二
年
坐
罪
。

こ
の
よ
う
に
者
戸
長
壮
丁
と
保
正
長
の
昨
存
す
る
地
域
は
、
南
東
の
役
法
の
研
究

に
よ
れ
ば
、
福
建
路
や
四
川
の
瞳
州
等
の
一
部
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
(
周
藤
吉

之
「
京
代
卿
村
制
の
聖
遜
過
程
L
2官
宋
社
会
経
済
史
研
究
』
一
九
六
五
東
京

六
一
八
九
頁
)
。

81北宋後期における役法・保甲法と地方財政(八

(
担
)
宋
合
要
職
官
四
三
之
一
一
「
提
場
常
平
宕
島
問
水
利
差
役
」
宣
和
六
年
十
二

月
十
一
自
の
最
誹
議
司
の
上
審

(
四
)
宋
合
要
職
官
四
三
之
一
四
「
縫
製
常
平
合
盛
田
水
利
差
役
」
寓
宗
建
炎
二
年

八
月
一
自
の
条
臣
僚
の
上
奏

(
剖
)
宋
史
世
ir
七
志
-
一
一
一
一
食
貨
下
一
「
合
計
」

(
出
)
宋
官
要
職
官
四
三
之
一
六
「
聾
穆
常
平
合
盟
関
水
利
茸
役
」
建
員
二
年
十
二

月
八
日
の
粂
翰
林
学
士
葉
夢
得
等
の
上
雷

(
甜
)
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
甲
革
巻
Jr肘
賦
二
「
常
平
苗
役
之
制
」
及
び
前
描
「
韓

封
論
役
法
制
子
」

(
訂
)
宋
合
要
職
官
四
三
之
二
三
「
提
堺
官
平
合
盟
国
水
利
蓋
役
」
紹
興
五
年
間
二

月
十
二
目
的
条

(
担
)
宋
官
要
企
貨
五
六
之
四
一
「
一
一
戸
部
」
寓
宗
建
虫
元
年
七
月
二
十
七
日
向
条

(
却
)
東
宮
要
宜
貨
五
六
之
四
二
「
戸
部
L

紹
興
四
年
七
月
三
日
の
条


